
情報セキュリティーポリシー 

 
 
1．⽬的 
当社は、事業活動を通じて取り扱うすべての情報資産を、事故・災害・犯罪などの脅威から適切に保護し、情報
セキュリティの確保を図ることを⽬的として、本情報セキュリティーポリシー（以下「本ポリシー」という）を
定めます。 
 
2．基本⽅針 
当社は、情報資産の重要性を認識し、情報セキュリティ確保のために、組織的かつ継続的な取り組みを実施しま
す。また、情報セキュリティに関する法令、国が定める指針およびその他の規範を遵守します。 
 
3．適⽤範囲 
本ポリシーは、当社が保有・管理するすべての情報資産および、当社の役員・従業員（契約社員、派遣社員等を
含む）ならびに、業務上情報資産を取り扱うすべての関係者に適⽤されます。 
 
4．情報資産の管理 
当社は、情報資産の機密性・完全性・可⽤性を確保するため、情報資産の重要度に応じた適切な管理を⾏います。
また、不正アクセス、情報漏えい、改ざん、紛失等の防⽌に努めます。 
 
5．組織体制 
当社は、情報セキュリティを適切に推進するための管理体制を構築し、責任と権限を明確にします。また、情報
セキュリティに関する規程および運⽤ルールを整備し、適切に運⽤します。 
 
6．教育・訓練 
当社は、役員および従業員に対し、情報セキュリティの重要性を周知し、適切な取り扱いが⾏われるよう、継続
的な教育・訓練を実施します。 
 
7．事故対応および再発防⽌ 
情報セキュリティ事故が発⽣した場合、または発⽣するおそれがある場合には、速やかに対応し、被害の最⼩化
と再発防⽌に努めます。 
 
8．継続的改善 
当社は、社会情勢、技術動向および事業環境の変化を踏まえ、本ポリシーおよび情報セキュリティ対策の継続的
な⾒直しと改善を⾏います。 
 
9．制定⽇ 
制定⽇：令和 7 年 4 ⽉ 1 ⽇ 
有限会社ナンセイ⽇本商事  代表取締役 照屋 勝也 
 


